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新型コロナウイルス感染症の「５類感染症」移行に伴う対応について（依頼） 

 

新緑の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、福岡県では、令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の

５類感染症に移行し、基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止されることに伴い、

福岡県感染防止認証制度及び福岡県感染防止宣言ステッカー制度の終了を発表しました。 

本市におきましても、５類感染症への移行に伴い、太宰府市新型コロナウイルス感染

症対策本部を廃止することとなりました。 

つきましては、本市で令和２年度に実施いたしました、太宰府“コロナ滅”宣言ステッ

カー及び新型コロナウイルス感染症相談窓口・交通情報案内スタンド設置の取り組みに

つきましても終了いたしますことから、掲示物等の撤去等につきまして、ご協力いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 添付資料 

太宰府“コロナ滅”宣言ステッカー、相談窓口・交通情報案内スタンドについて 

 

２ （参考）新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について 

 ○福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口（24 時間対応） 

電話番号 050-3665-8126 

新型コロナウイルス感染症の検査で陽性になられた方で症状が悪化した時などは、

診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、県が設置する上記相談窓口にご相談い

ただけます。 

その他、新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩みを抱えている方の相談もお受け

しています。 

 

   

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

太宰府市観光経済部観光推進課 担当：長井、田上 

TEL：092-921-2121  FAX：092-921-1601 

E-mail：kankou-s@city.dazaifu.lg.jp 



太宰府“コロナ滅”宣言ステッカー

相談窓口・交通情報案内スタンド

太宰府市実施：事業者感染症対策実施支援事業
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